
会議の名称

出  席  者

迷惑空家等対応強化策の検討状況について
各総合支所
環境総合対策室
都市整備部

世田谷区環境基本計画（素案）について 環境総合対策室

世田谷区一般廃棄物処理基本計画（素案）について 清掃・リサイクル部

世田谷区立障害者福祉施設の指定管理者の選定結果について 障害福祉担当部

せたがやノーマライゼーションプラン及び第４期世田谷区障害福
祉計画の素案について

障害福祉担当部

区長、板垣副区長、秋山副区長、教育長、世田谷総合支所長、北沢総合支所長、玉川総合支所長、砧
総合支所長、烏山総合支所長、政策経営部長、地域行政部長、総務部長、区長室長、生活文化部長、
保健福祉部長、都市整備部長、会計管理者、教育次長、区議会事務局長

【意見等】
・地域包括ケアシステムの考え方を計画に記載すること。
・障害者差別解消法の動きや、子どもへの差別が多い点を今後計画に反映させること。

【修正事項】
　地域包括ケアシステムについて、出張所・まちづくりセンターとあんしんすこやかセンター、
社会福祉協議会の取組みを明記する。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要

1

【意見等】
・老朽家屋の接道要件を緩和することで空家対策とすることも考えられるが、どのように考える
か、また、接道要件を満たさない老朽建物数の調査をした方が良い、という意見に対し、無接道
の建築物への規制緩和は慎重に対応する必要があるため、緩和は今のところ考えていない、老朽
建物の実態調査は行っているとの説明があった。
・応急安全代行措置を行うにあたり、条例の中に費用の請求に関する規定を盛り込むことを検討
すべき。
・条例化に伴い、「迷惑空き家」等の名称を統一すること。
・行政代執行に対する不服申し立てなど、持ち主側が意見を述べる機会を条例の中で入れていく
との説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

2

【意見等】
・CO2削減目標や再生可能エネルギーの目標などについては、今後、環境指標に記載するとの説明
があった。
・交通まちづくり基本計画と連携して策定すること。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

会　議　録

平成２６年８月１１日開催政策会議

開催日時
平成２６年８月１１日（月曜日）　午前１０時３０分から

                            　　午後６時５分まで

【意見等】
・プラスチックの分別など、リサイクルの細分化に関しては、慎重な対応が必要との説明があっ
た。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

4

【意見等】
・指定管理者の選定を適格性審査により行い、その選定結果について説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

5

3
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高齢者配食サービス事業の見直しについて 高齢福祉部

給食食材単品の放射性物質検査について
子ども・若者部
世田谷保健所
教育委員会事務局

「地区における福祉的環境整備」にかかる事業実施と今後の予定

総合支所
地域行政部
保健福祉部
高齢福祉部

地域主権改革の権限移譲により制定する「（仮称）世田谷区地域
包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める
条例」の骨子案について

高齢福祉部

地域主権改革の権限移譲により制定する「（仮称）世田谷区指定
介護予防支援等の事業の人員等の基準等に関する条例」の骨子
案について

高齢福祉部

8

【意見等】
・「社会資源の開発」とは、サロン活動における人材育成や見守り、要援護など地域にある課題
を解決する活動につなげることであるとの説明があった。
・地区における地域包括ケアの仕組みと、福祉的環境整備の仕組みについて再度整理すること。

【審議結果】
　付議事案は内容を再調整とする。

9

【意見等】
・条例の内容と別表の内容で整合が取れていない部分があるので、修正すること。
・あんしんすこやかセンターの法的な設置根拠と、区の委託事業の関係について、改めて整理す
ること。

【修正事項】
　条例の内容と別表の内容の整合を取れるよう、人員配置基準を明記する。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

10
【意見等】
・法律の基準を参酌しつつ、条例を制定することについての説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

審議概要

6

【意見等】
・配食サービスの利用対象となるかどうかを判断するため、アセスメント内容を見直し、実施す
るとの説明があった。
・介護保険制度の改正による影響を見据えることが必要である。
・アセスメントの結果により、サービスの利用対象外となった方へ民間事業者を紹介するだけの
仕組みではなく、広く見守り施策に資する仕組みとなるよう、引き続き検討すること。

【審議結果】
　付議事案は内容を再調整することとする。

7

【意見等】
・検査の実施や流通食品の放射性物質検査方法などについて、分かりやすい資料にすること。

【修正事項】
　学校での検査や区内流通食品の検査について、より詳細な記載に改める。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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第６期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の素案
について

高齢福祉部

花見堂小学校跡地活用方針（素案）について

北沢総合支所
政策経営部
子ども・若者部
教育委員会事務局

都営豪徳寺アパートの移管受入れについて
子ども・若者部
都市整備部

第2次世田谷区立図書館ビジョン（素案）について 教育委員会事務局

審議概要

11

【意見等】
・出張所・まちづくりセンターでの地域包括ケアシステムの取組みについては、素案から案にす
る段階で反映させるとの説明があった。
・あんしんすこやかセンター、出張所・まちづくりセンター、社会福祉協議会の三者の取組みを
分かりやすく記載すること。

【修正事項】
　あんしんすこやかセンター、出張所・まちづくりセンター、社会福祉協議会の一体化整備に係
る内容を明記する。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

12

【意見等】
・素案の内容について、「花見堂小学校跡地活用検討ミーティング」での検討結果を踏まえた方
向性や活用方針と学校跡地活用にかかる基本的な考え方（共通）の表記を分けて掲載するなどし
て、見る人に誤解を与えないよう工夫すること。
・跡地整備後も引き続き避難所等の防災機能を維持していくとの説明があった。
・私立保育園の整備については、低年齢児の保育需要は引き続きあると想定されることから、低
年齢児を中心とした小規模な保育施設を整備するとの説明があった。

【修正事項】
　学校跡地活用にかかる基本的な考え方（共通）を＜参考＞として、素案の最後に掲載する。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

13

【意見等】
・２号棟の耐震補強とはどのような内容かという質問に対し、保育園の上の階について、柱と袖
壁の間に耐震スリットを入れる等の工事内容であり、比較的簡易な耐震補強の為、工事中は保育
園の運営に支障はないとの説明があった。
・別紙「現況配置図」において「集会所」等と記載されているが、これらは建替え後どうするの
かという質問に対し、団地居住者のための施設であり、住宅整備の内容は今後具体的に検討する
との説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

14

【意見等】
・学校図書館については、新BOPの児童も利用できるよう改善を図ること、図書館は、既に行って
いる大学図書館との連携や児童館の図書コーナーとの連携などをさらに強化させてほしい。
・子どもが本に出会う機会をつくるという点では、障害のある児童の立場に立ったサービスを実
施しているが、そのような視点も素案に盛り込めるとよいのではないか。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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「区立幼稚園用途転換等計画」及び区立多聞幼稚園の用途転換
の基本的な考え方について

子ども・若者部
教育委員会事務局

子ども・子育て支援新制度関連条例（案）について
子ども・若者部
教育委員会事務局

世田谷区子ども計画（第２期）の素案について 子ども・若者部

備　　考

所  管  課
(会議録作成所管) 政策経営部　政策企画課

審議概要

15

【意見等】
・今後の区立幼稚園のあり方について取りまとめた計画に基づき、区立多聞幼稚園の用途転換に
向けた基本的な考え方について説明があった。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

16

【意見等】
・条例によって施行時期が異なることの説明があった。
・新BOPの運営にあたっては、学校現場とも調整を行うこと。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。

17

【意見等】
・妊娠期からの切れ目のない支援、待機児解消、子どもの自ら伸びる力を育てる、ひとり親家庭
など困難な者への支援などが今回の計画での特徴であることを確認した。
・出生率の回復など、区の動向の部分は最新のものにすること。

【修正事項】
　出生率等の動向や地域包括ケアシステムの取組みを追記する。

【審議結果】
　付議事案を了承とする。
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